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東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）補助金交付要綱 
 

 制定 令和８年３月26日付７産労農振第3123号 

 

第１ 趣旨 

  東京都は、みんなで創る都市型農業プロジェクト実施要綱（令和８年３月13日付７産労農振

第2955号）の第５の(5)のアに基づいて行う協働活用組織支援に要する経費に対し、予算の範

囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東京都補助金等交付規則（昭

和37年東京都規則第141号。以下「交付規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定め

るところによる。 

 

第２ 補助対象事業及び補助率等 

１ 補助金の交付の対象となる事業の区分、事業内容、事業実施主体、補助率及び補助対象経費

等については、別表１から３までに定めるとおりとする。 

 

第３ 暴力団の排除 

  事業実施主体の代表者、役員、使用人、従業員、構成員等が、暴力団員等（東京都暴力団排

除条例（平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。）第２条第３号に規定する暴力団員

及び同条第４号に規定する暴力団関係者をいう。）又は暴力団（条例第２条第２号に規定する

暴力団をいう。）に該当する場合は、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。 

 

第４ 補助金の交付申請 

１ 補助金の交付を受けようとする事業実施主体の長は、補助金交付申請書（別記様式第１号）

を別に定める期日までに知事に提出しなければならない。 

２ 申請者が１の規定による申請書を提出するに当たっては、申請書とともに誓約書（別記様式

第２号）を提出しなければならない。 

 

第５ 補助金の交付決定 

１ 知事は、第４の申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認める場合は、補助

金の交付を決定するものとする。 

２ 知事は、１により補助金の交付を決定した事業実施主体の長（以下「補助事業者」という。）

に対し、補助金交付決定通知書（別記様式第３号）により通知するものとする。 

３ １の場合において、知事は適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請事項に修

正を加え、又は条件を付すことができる。 

 

第６ 申請の撤回 

  補助事業者は、交付決定通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に異議が

あるときは、当該通知受領後14日以内に申請の撤回をすることができる。 

  また、交付の決定前に申請を取り下げる場合も、補助事業辞退届を提出するものとする。 

 

第７ 事情変更による決定の取消し等 

  知事は、交付の決定の後においても、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、

交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件

を変更することがある。ただし、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

 

第８ 補助金交付決定前着工 

事業の着手（物品等の発注を含む。）は、原則として、補助金交付決定に基づき行うものとす

る。ただし、地域の実情、社会情勢に応じて事業の効果的な実施を図る上で、やむを得ない事

情により交付決定前に着工する必要がある場合には、事業実施主体の長は、その旨を具体的に
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明記した補助金交付決定前着手届（別記様式第４号）を知事に届け出るものとする。 

 

第９ 補助事業の内容又は経費の配分変更等 

１ 補助事業者は、次に掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ補助金変更交付申

請書（別記様式第５号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）事業内容の著しい変更 

（２）補助対象経費の３割を超える増減 

（３）別表１の事業相互間の３割を超える事業費の流用 

（４）事業実施主体の変更 

（５）その他知事が特に必要と認めたとき。 

２ 知事は、１の申請があった場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、

申請事項に修正を加え、又は条件を付して承認することができる。 

 

第10 事業の中止又は廃止 

１ 補助事業者が補助事業を中止し又は廃止しようとするときは、事業中止（廃止）承認申請書

（別記様式第６号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、１の申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認められる場合は、

事業の中止又は廃止の承認の通知をする。 

 

第11 事故報告 

  補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合においては、速やかに事故報告書（別記様式第７号）を知事に提出し、その指示に従わ

なければならない。 

 

第12 実施状況報告書の提出 

１ 補助事業者は、交付規則第13条に基づく状況報告について、四半期ごとに実施状況報告書（別

記様式第８号）を作成し、四半期終了月の翌月末までに知事に提出しなければならない。ただ

し、第４四半期については、第12に規定する実績報告書をもってこれに代えることができる。 

２ 前項に 定めるもののほか、知事は、特に必要と認められる書類等を補助事業者から提出さ

せることができる。 

 

第13 遂行命令等 

１ 知事は、補助事業者が提出する報告書、地方自治法（昭和22年法律第67号）第221条第２項の

規定による調査等により、補助事業が交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行さ

れていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきこ

とを命じる。 

２ 知事は、補助事業者が１の命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該補助事業の一時

停止を命じることがある。 

 

第14 実績報告 

 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業が完了しない場合で、都の会計年度

が終了したときは、実績報告書（別記様式第９号）を速やかに知事に提出しなければならない。

事業を廃止した場合も同様とする。 

 

第15 額の確定 

１ 知事は、第14の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応

じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこ

れに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者

に通知する。 
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第16 是正措置 

１ 知事は、第15の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれ

に付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業等につき、これ

に適合させるための措置を命じる。 

２ 第14の規定は、前項の命令により、補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。 

 

第17 補助金の請求 

１ 知事は、第14の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、補助金を支払うものとす

る。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、補助金請求書（別

記様式第10号）を知事に提出するものとする。 

 

第18 補助金の概算払 

１ 知事は、事業の遂行に当たって必要があると認めたときは、第17の規定にかかわらず、補助

金の全部又は一部について概算払をすることができる。 

２ 補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、概算払請求書（別記様式第11号）

を知事に提出するものとする。 

３ 補助事業者は、概算払を受けた場合には、補助金の額の確定後、速やかに概算払精算書（別

記様式第12号）を知事に提出しなければならない。 

 

第19 交付決定の取消し 

１ 知事は、補助事業者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を

取り消すことがある。 

（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）交付決定を受けた者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従

業者若しくは構成員を含む。）が、第３にある暴力団員等に該当するに至ったとき。 

(4) その他補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令若しくは補助金の交

付決定に基づく命令に違反したとき。 

２ 前項の規定は、第15の規定により、交付すべき補助金の額の確定があった後においても、適

用があるものとする。 

 

第20 補助金の返還 

１ 知事は、第７又は第19の規定により、この交付決定の全部又は一部の取消しをした場合にお

いて、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されていると

きは、期限を定めて、その返還を命じる。 

２ 知事は、第15の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既

にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じる。 

 

第21 違約加算金及び延滞金 

１ 知事が、第19の規定により、この交付決定の全部又は一部の取消しをした場合において、補

助金の返還を命じたときは、補助事業者は、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日ま

での日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、

既納額を控除した額）につき、年10.95パーセントの割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む

期間についても、365日当たりの割合とする。）で計算した違約加算金（100円未満の場合を除

く。）を納付しなければならない。 

２ 知事が補助事業者に対し、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれを納期日

までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、
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その未納付額につき年10.95パーセントの割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間につ

いても、365日当たりの割合とする。）で計算した延滞金（100円未満の場合を除く。）を納付し

なければならない。 

 

第22 違約加算金及び延滞金の計算 

１ 第21の１の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額

が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の

額に充てるものとする。 

  なお、補助金が２回以上に分けて交付されている場合における、第21の１の規定の適用につ

いては、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還

を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次遡り、

それぞれの受領の日において受領したものとする。 

２ 第21の２の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額

の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる

べき未納付金額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

 

第23 他の補助金等の一時停止等 

  知事は、補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は

延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業

について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は

当該補助金等と未納付額とを相殺することができるものとする。 

 

第24 財産処分の制限 

１ 補助事業者は、補助事業により取得した財産を、事業終了後においても善良なる管理者の注

意をもって管理するとともに、補助交付の目的に従って効率的運営を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業により取得した財産で、処分制限期間を経過しない場合においては、

備品管理台帳（別記様式第13号）及びその他関係書類につき、処分制限期間を経過するまで管

理保管しなければならない。 

３  補助事業者は、補助事業により取得した財産を、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、交付規則第24条に基づき、あらかじめ

知事の承認を受けなければならない。 

 

第25 帳簿及び関係書類の整理保管 

  補助事業者は、補助事業に係る収入、支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該補助事業

完了の日の属する会計年度終了後５年間保管しなければならない。 

 

第26 職員の調査等 

  知事は、補助事業者に対し補助事業の実施状況、補助金の収支及び補助金に係る帳簿書類そ

の他について、立入調査をし、又は報告を求めることができる。補助事業者は、この実施状況

確認を受けなければならない。 

 

第27 委任 

  この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は知事が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表１（第２関係） 

事業の区分、内容、事業実施主体及び補助率等 

区  分 事  業  内  容 事業実施主体 補助率等 

１ 組織体

制強化事業 

都民との協働活用を推進するために田

んぼ関係者等の合意形成、情報発信等の

組織体制を強化する以下の取組 

・都民との協働活用に向けた田んぼ関係

者等との合意形成等 

・田んぼ、用水路の都民との協働活用に

関する計画の策定等 

・総会、運営委員会等の運営開催 

・都民との協働活用や一般参加者の拡大

に向けた研修会、検討会の開催等 

・地域、関係団体等への説明会等の開催 

・地域の田んぼ、用水路の多様な機能や

意義についての理解醸成及び組織の活

動周知を図る等のための情報発信 

都内で田んぼの協

働活用に取り組む

組織であって、次

の要件をすべて満

たすこと。 

・区市町村や田ん

ぼに関わる農業

者、用水組合、

農業協同組合、

地域住民団体、

都民、教育関係

者、民間企業等

により構成され

る組織であるこ

と。 

・地方公共団体の

みで構成されて

いる組織でない

こと。 

・事業実施主体と

区市町村と連携

が図られている

こと。 

・本事業の対象と

なる田んぼにお

いて用水組合等

の用水を利用す

る場合、協働活

用に対し用水組

合等の同意を得

られているこ

と。 

・補助率は定額とす

る。 

・各事業年度の補助

額の上限は、１事

業実施主体当たり

50 万円とする。 

・補助金額の千円未

満の金額は切り捨

てる。 

２ 協働活

用推進事業 

田んぼにおける都民との協働活用を推

進する以下の取組 

・都民との協働活用に必要な道具、管理

機器等の整備 

・都民の田んぼに関する理解の熟成を図

るための農業体験の提供や交流促進の

ための取組 

・田んぼで収穫した農産物を活用した食

育体験、わら細工など田んぼに係る食

文化、伝統文化を理解する交流促進の

ための取組 

・田んぼの生産機能や多面的機能の向上

に寄与する技術の試み 

・田んぼで収穫した農産物を有利販売す

るための取組 

・田んぼの協働活用を推進するための研

修会、検討会等の開催 

・補助率は定額とす

る。 

・各事業年度の補助

額の上限は、１事

業実施主体当た

り、１年目は125

万円、２年目は

100万円、３年目

は75万円とする。 

・補助金額の千円未

満の金額は切り捨

てる。 

３ 用水路

保全管理事

業 

用水路を都民との協働により保全管理

する以下の取組 

・都民との協働活用に必要な道具、管理

機器等の整備 

・都民と協働した用水路の清掃や補修な

ど機能維持のための取組 

・用水路の保全管理のための研修会、検

討会等の開催 

・都民の用水路に関する理解の熟成を図

るための交流促進、情報発信等の取組 

・用水路を保全管理のための計画の策定

等 

・補助率は定額とす

る。 

・各事業年度の補助

額の上限は、１事

業実施主体当た

り、１年目は125

万円、２年目は

100万円、３年目

は75万円とする。 

・補助金額の千円未

満の金額は切り捨

てる。 
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別表２（第２関係） 

補助対象経費 

経費科目 補助対象経費 補助対象としない経費等 

人件費 

（日当） 

・別表１の事業に参加した人に対して日当として支

払う場合、対象とする。 

・日当の支払に当たっては、作業日報（作業内容、

作業時間、本人及び事業者の確認印）を作成し、

参加者や作業内容の分かる写真とともに保管する

こと。 

・実際に活動に参加した時間のみ対象とする。 

・１日当たり3,000円を上限とする。なお、参加時

間が短い場合は、半日単位とする。 

・作業日報、写真のない

もの 

・１日当たり3,000円を超

える分 

 

 １ 組織体制強化費の日当 

・組織の運営維持に必要な活動に対する日当とす

る。 

・具体的には、活動計画の策定、会計処理、書類

作成、総会の開催、広報活動等の事務に対する

日当。また、総会に出席した構成員への日当、

研修会・説明会への参加に対する日当も対象と

する。 

・人件費の総額は、事業費の２/３以内とする。 

・事業費の２/３を超える

分 

２ 協働活用推進費の日当 

・一般参加者が参加する田んぼにおける協働活用

に係る活動（農作業、食育など）に対する日当

としてスタッフ及び一般参加者へ支払う場合、

対象とする。 

・具体的には、活動参加者の募集、事前準備、受

付、案内誘導、指導講習、片付け等の協働活用

に要する作業と関連する農作業など。ただし、

通常の農作業に関する部分は対象外とする。 

・４年目以降の活動自走化を見据え、一般参加者

からはできるだけ参加料を徴収することを検討

すること。このためには一般参加者の満足度が

向上する取組、仕掛けを工夫すること。 

・草取りなど重労働で参加者が集まりにくい作業

や農業者への支援につながる作業に対して、一

般参加者へ日当を支払うことは可能とする。 

・人件費の総額は、事業費の１/２以内とする。 

・事業費の１/２を超える

分 

３ 用水路保全管理費の日当 

・一般参加者が参加する用水路の保全管理に係る

活動に対する日当としてスタッフ及び参加者へ

支払う場合、対象とする。 

・具体的には、用水路の草刈り・掃除、泥さらい

等の管理作業の他、軽微な補修作業、危険個所

の点検作業、機能診断の立会い、工事や作業委

託への立会など 
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・人件費の総額は、事業費の１/２以内とする。 

消耗品費 ・本事業に必要な単価が税込み３万円未満の物品購

入費 

・具体的には、組織運営に要する事務用品、田んぼ

の協働活用や用水路の保全管理をするために必要

な道具、用品、材料（砂利、セメント、材木、ブ

ロック、補修材等）、部品、参考図書など 

・金券、販売用に購入す

る物品 

・１人当たり税込み1000

円を超える参加者への

お土産試供品 

食材費 ・水分補給のため本活動参加者に配布するミネラル

ウォーターやお茶等の購入費 

・田んぼで収穫された農産物を活用した食育活動の

ために必要な食材の購入費 

・参加対象者１人当たり税込み500円を上限とす

る。 

・なお、日当受領者は参加対象者数に含まない。 

・１人当たり税込み500円

を超える分 

・弁当代、飲食店での食

事代、酒類、つまみ類 

備品購入費 ・本事業に必要な単価が税込み３万円以上、30万円

未満の機器、機具等の購入費 

・具体的には、農作業機械（草刈機、動力噴霧器、

畔塗機など）、調整加工機器、調理器具など 

・高額のものは、利用回数、頻度を踏まえ、作業委

託やレンタルと比較検討して購入の可否を判断す

ること。 

・購入した機器は個人所有できませんので、活用組

織が、所有・保管・管理し、備品管理台帳を整備

の上、必要な時に活動参加者に貸与すること。 

・他の用途にも利用で

き、汎用性のあるもの

（デジカメ・パソコ

ン、スマホ等の事務機

器、軽トラ、バイク、

自転車等） 

・設備、施設整備を要す

るもの 

賃借料、レン

タル料 

・本事業に必要な機器、トイレ、日除けテント、設

備、重機、車両等を借りるための賃借料、レンタ

ル料 

 

会場費 ・本事業に必要な会議室、イベントスペースなどの

会場借上料、駐車場使用料 

・事業実施主体の事務所

賃借料 

委託費 ・本事業の一部を外部に委託、外注する経費 

・委託費の総額は各事業費の１/２以内とする。 

・なお、用水路の補修委託については、１か所当た

り税込み30万円未満の簡易なものとする。 

・具体的には、①会計処理や報告書の作成などの事

務委託（なお、活用組織の計画策定、運営などす

べてを外部に委託することはできない。）、②広

報調査委託（商品等デザイン委託、WEB作成委

託、試作品作成委託、会場設営委託、生き物調査

や危険箇所等の調査委託）、③用水路の補修のた

め建設事業者等への作業委託（自主施行ができな

い場合に限る。）など 

・各事業費における委託

費が１/２を超える分 

・用水路の補修委託で１

か所当たり30万円以上

の分 

・業者選定経緯書類、委

託等契約書類、完了届

及び委託成果物の写真

等のないもの 

工事費 ・１か所当たり税込み30万円未満の簡易な工事費

（自主施工ができない場合に限る。） 

・具体的には、用水路の補修整備のための工事費、

手洗いのための水道の設置工事費 

・工事費の30万円以上の

分 

・業者選定経緯書類、委

託等契約書類、完了届
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及び委託成果物の写真

等のないもの 

保険料 ・本事業に必要な参加者の傷害保険料  

印刷製本費 ・本事業に必要な印刷製本に係る経費 

・具体的には、総会等の資料、活動広報誌、米及び

加工品のチラシ、ラベル等を印刷製本する経費 

・活動記録に係る写真プリント代 

 

広告料 ・一般参加者の募集や米及び加工品の販路開拓等の

ために行う新聞、雑誌、WEB 等への広告掲載料 

 

通信運搬費 ・本事業に必要な郵送費、運送費 

・具体的には、構成員への総会案内や資料等の郵送

代や一般参加者への広報誌等の郵送代、道具資材

の運送費など 

・携帯電話代、WEB 接続

料（本活動のみに使用

したことの確認が難し

いため） 

報償費、講師

謝礼 

・組織の運営強化、活動の高度化活性化等のため、

知識技術を有する外部の専門家から指導を受ける

場合の謝金 

・組織の構成員への支出 

（日当として支払い可

能） 

旅費交通費 ・本事業に必要な交通費で、公共交通機関の運賃の

みを対象とする。また、実際に支払った実費のみ

を対象とする。 

・具体的には、協働活動に参加するための運賃、研

修会や説明会に参加するための運賃、関係機関と

の打合せのための運賃など 

・タクシー代、レンタカ

ー代、ガソリン代 

視察研修費 ・先進地や本事業を実施している他地区へ構成員が

視察研修する場合に要する経費で、都内、日帰り

の場合に限り対象とする。 

・研修参加者の日当は、人件費の対象とする。 

・公共交通機関の運賃は旅費交通費の対象とする。 

・視察先の講師への謝礼は報償費の対象とする。 

・行き先が他県の場合、

宿泊を伴う場合 

・視察先へのお土産代 

その他 ・傷害保険料、ゴミ処分料、振込手数料、代引手数

料、印紙代等 

・光熱水費、ガソリン代

（本活動のみに使用し

たことの確認が難しい

ため） 
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別表３（第２関係） 

 補助対象としない経費等 

事項 内容 

１ 補助対象としない経費 (1) 国等の他の補助事業による支援を現に受け、又は受け

る予定となっているもの 

(2) 事業実施主体又はその構成員が自力により現に実施

し、又は既に完了しているもの 

(3) 神社仏閣等の宗教行事に関するもの 

(4) 地域のお祭りや伝統行事、自治会や学校の運動会など

に関するもの 

(5) 地域の集会所の消耗品、備品の購入費、修繕費 

(6) 公序良俗に反する取組に関するもの 

(7) 都外の田んぼ、用水路に関するもの 

(8) 参加者のほとんどが、一部の団体・法人の関係者で占

められているもの 

(9) 事業の期間中に発生した事故又は災害のためのもの 

(10) 補助事業や用水組合等への負担金、分担金への充当 

(11) 接待費、慶弔費、酒類・つまみ類購入費、飲食費、金

券や菓子等による謝礼 

(12) 公園、公民館等の公共施設が主催する活動及び公有地

の田んぼ内における活動に関するもの（ただし、公有地

の田んぼが周辺の田んぼ、用水路と一体となった水田景

観を呈し、これらと一体なった活動を行うことが適切と

判断された場合を除く。） 

(13) リース料など複数年の契約に関するもの 

(14) 親会社、子会社、グループ企業等関連会社並びにこれ

に類する者（以下、「利害関係者等」という）へ支払われ

たもの（ただし、利害関係者等に支払うことがやむを得

ないと考えられる経費や原価で調達したものを除く。） 

(15) 事業実施主体の事務所賃借料 

(16) 補助対象となる業務以外に係る人件費 

(17) 用地取得に要するもの 

２ 本事業に必要な経費であ

っても、補助対象としない

経費 

(1) ポイント等金銭に代わるものにより支払いが行われて

いる経費（ただし、当該活動によって得られたポイント

を当該活動に充当する場合を除く。） 

(2) 納品、工事委託等の完了、支払のいずれかが翌年度と

なるもの 

(3) 支出を確認できる書類のないもの 
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(4) 経費の区分ができないもの（他の経費と一括で請求さ

れ、明細書等の確認ができない場合等） 
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別記様式第１号（第４の１関係） 

                                   番      号 

                                       年  月  日 

 

 東 京 都 知 事         殿 

 

 

                        所在地 

 

                        団体名 

                        代表者の役職名 

                                                氏名            

 

 

 

 

年度東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）補助金交付申請書 

 

 

   年度において、下記のとおり事業を実施したいので、東京の田んぼ復活プロジェクト（協

働活用組織支援）補助金交付要綱第４の１の規定に基づき、補助金       円の交付を申

請します。 

 

 

記 
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１ 事業の目的及び内容 

   

 

 

 

 

 

 

 

２ 経費の配分                             （単位：円） 

区    分 

補助事業に 

要する経費 

(A)＋(B) 

都補助金 

(A) 

その他 

(B) 
備 考 

推進体制強化事業    
（都補助金は千

円未満切捨て） 

協働活用推進事業    
（都補助金は千

円未満切捨て） 

用水路保全管理事業    
（都補助金は千

円未満切捨て） 

計     

 

３ 収支予算 

（１）収入の部               （単位：円） 

区     分 本年度予算額 備  考 

都 補 助 金   

そ  の  他   

収 入 計    

注：都補助金は千円未満切捨て 

 

（２）支出の部               （単位：円） 

区     分 本年度予算額 備  考 

推進体制強化事業   

協働活用推進事業   

用水路保全管理事業   

支 出 計    

※（１）収入計と（２）支出計の額を一致させること。 

 

３ 事業完了予定年月日 

     年  月  日 

 

４ 添付資料 
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別記様式第２号（第４の２関係） 

  

誓 約 書 

 

東 京 都 知 事 殿 

 

 

東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）補助金交付要綱第３の規定に基づく補助

金等の交付の申請を行うに当たり、当該申請により補助金等の交付を受けようとする者（法人そ

の他の団体にあっては、代表者、役員、使用人、従業員、構成員等を含む。）が東京都暴力団排

除条例第２条第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員又は同条第４号に規定す

る暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）に該当せず、かつ将来にわたっても該当しない

ことをここに誓約いたします。 

また、この誓約に違反又は相違があり、同要綱第19の規定により補助金等の交付の決定の取消

しを受けた場合において、同要綱第20の規定に基づき返還を命じられたときは、これに異議なく

応じることを誓約いたします。 

あわせて、知事が必要と認めた場合には、暴力団員等であるか否かの確認のため、警視庁へ

照会がなされることに同意いたします。 

 

 

年  月  日 

 

 

住 所 

                                   

 

 

氏 名                     印 

                                     

 

 

＊ 法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入する

こと。 

＊ この誓約書における「暴力団関係者」とは、以下の者をいう。 

 ・ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者 

 ・ 暴力団員を雇用している者 

 ・ 暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者 

 ・ 暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者 

 ・ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 
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別記様式第３号（第５の２関係） 

                                   番    号 

 

 

所在地 

                    氏名又は法人名 

 

 

 東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）補助金交付要綱（以下「交付要綱」と

いう。）第４の１の規定に基づき提出のあった補助金交付申請書については、交付要綱第５の

１の規定に基づき下記のとおり交付することに決定したので、交付要綱第５の２の規定により

通知する。 

 

 

    年  月  日 

 

 

             東京都知事                    印 

 

記 

 

第１ 交付金額     金        円 

 

第２ 補助事業の内容等 

補助事業の内容等は、  年 月 日付    第   号による申請書のとおりとす

る。 

 

第３ 補助率等 

  補助対象経費、補助金額及び補助率は、次のとおりとする。 

補助対象経費 補助金額 補助率 

円 円   

定 額 

 

第４ 申請の撤回 

申請者は、この交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議のあるときは、当該通知

書受領日から14日以内に交付要綱第６により補助事業辞退届を知事に提出しなければならな

い。 

 

第５ 事情変更による決定の取消し等 

知事は、この交付の決定の後においても、その後の事情の変更により特別の必要が生じたと

きは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに

付した条件を変更することがある。ただし、既に経過した期間に係る部分については、この限

りでない。 

 

第６ 申請事項の変更 

 １ 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、次に掲げる事項の変更をしようとするときは、

あらかじめ補助金変更交付申請書（交付要綱別記様式第５号）を知事に提出し、その承認を受

けなければなければならない。 
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（１）事業内容の著しい変更 

（２）補助対象経費の３割を超える増減 

（３）別表１の事業相互間の３割を超える事業費の流用 

（４）事業実施主体の変更 

（５）その他知事が特に必要と認めたとき。 

２ 知事は、１の申請があった場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、

申請事項に修正を加え、又は条件を付して承認することができる。 

 

第７ 事業の中止又は廃止 

１ 補助事業者が補助事業を中止し又は廃止しようとするときは、事業中止（廃止）承認申請

書（交付要綱別記様式第６号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、１の申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認められる場合

は、事業の中止又は廃止の承認の通知をする。 

 

第８ 事故報告 

補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合においては、速やかに事故報告書（交付要綱別記様式第７号）を知事に提出し、その指

示に従わなければならない。 

 

第９ 実施状況確認 

１ 補助事業者は、交付規則第13条に基づく状況報告について、四半期ごとに実施状況報告書（別

記様式第８号）を作成し、四半期終了月の翌月末までに知事に提出しなければならない。  

ただし、第４四半期については、第11に規定する実績報告書をもってこれに代えることが

できる。 

２ 前項に 定めるもののほか、知事は、特に必要と認められる書類等を補助事業者から提出さ

せることができる。 

 

第10 遂行命令等 

１ 知事は、補助事業者が提出する報告書、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 221条第２

項の規定による調査等により、補助事業が交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って

遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行

すべきことを命じる。 

２ 知事は、補助事業者が１の命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該補助事業の一

時停止を命じることがある。 

 

第11 実績報告 

補助事業者は、補助事業が完了したときは、又は補助事業が完了しない場合で、都の会計年

度が終了したときは、実績報告書（交付要綱別記様式第９号）を速やかに知事に提出しなけれ

ばならない。事業を廃止した場合も同様とする。 

 

第12 額の確定 

１ 知事は、第11の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に

応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及

びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し当該補助事

業者に通知する。 

２ 前項の規定による交付すべき補助金の確定額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額と

交付決定額とのいずれか低い額とする。 

 

第13 是正措置 
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１ 知事は、第12の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこ

れに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業等につき、

これに適合させるための措置を命じる。 

２ 第11の規定は、前項の命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。 

 

第14 補助金の支払及び請求 

１ 知事は、第12の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、補助金を支払うものと

する。ただし、必要があると認められる経費について、概算払をすることができる。 

２  補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、交付要綱別記

様式第10号による補助金請求書（概算払による場合は、交付要綱別記様式第11号）を知事に

提出するものとする。 

３ 知事は、補助金請求書が提出されたときは、速やかに補助金を支出するものとする。 

４ 補助事業者は、補助金の概算払を受けた場合において、第12の規定による補助金の額の確

定通知を受領したときは、概算払精算書（交付要綱別記様式第12号）を知事に提出し、速や

かに補助金を精算しなければならない。 

 

第15 決定の取消し 

１  知事は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合、補助事業者に対して補助金の交付の

決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）交付決定を受けた者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員、使用人、従業者、

構成員等を含む。）が、暴力団等に該当するに至ったとき。 

（４）その他補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令若しくは交付の決定

に基づく命令に違反したとき。 

２  前項の規定は、第12の規定により、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適

用があるものとする。 

 

第16 補助金の返還 

１  知事は、第５又は第15の規定によりこの交付決定の全部又は一部の取消しをした場合にお

いて、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されている

ときは、期限を定めて、その返還を命じる。 

２  知事は、第12の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、

既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じる。 

 

第17 違約加算金及び延滞金 

１  知事が、第15の規定によりこの交付決定の全部又は一部の取消しをした場合において、補

助金の返還を命じたときは、補助事業者は、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日

までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間につい

ては、既納額を控除した額）につき、年10.95 パーセントの割合（年当たりの割合は、閏年

の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。）で計算した違約加算金（100円未満

の場合を除く。）を納付しなければならない。 

２  知事が補助事業者に対し、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれを納期

日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応

じ、その未納付額につき年10.95 パーセントの割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む期

間についても、365日当たりの割合とする。）で計算した延滞金（100 円未満の場合を除く。）

を納付しなければならない。 

 

第18 違約加算金及び延滞金の計算 
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１ 第17の１の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金

額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助

金の額に充てるものとする。 

   なお、補助金が２回以上に分けて交付されている場合における第17の１の規定の運用につ

いては、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返

還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次

さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。 

２ 第17の２の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付

額の一部が納付されたときは、当該納付日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる

べき未納付金額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

 

第19 他の補助金等の一時停止等 

知事は、補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は

延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業

について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は

当該補助金等と未納付額とを相殺することができるものとする。 

 

第20 帳簿及び関係書類の整理保管 

補助事業者は、補助事業に係る収入、支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該補助事業

完了の日の属する会計年度終了後５年間保管しなければならない。 

 

第21 職員の調査等 

知事は、補助事業者に対し補助事業の実施状況、補助金の収支及び補助金に係る帳簿書類そ

の他について、立入調査をし、又は報告を求めることができる。 
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別記様式第４号（第８関係） 

番      号 

年  月  日 

 

 

 東 京 都 知 事         殿 

 

                        所在地 

 

                        団体名 

                        代表者の役職名 

                                                氏名            

 

 

年度東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）補助金交付決定前着手届 

 

 

東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）補助金交付要綱第８に基づき、別添事

業について、下記条件を了解の上、交付決定前に着手することとしたので届け出ます。 

 

記 

 

１ 交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等のあらゆる事由によって実施した事業に損

失を生じた場合、これらの損失は、農業者等が負担するものとする。 

 

２ 交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、

異議がないこと。 

 

３ 当該事業については、着手から交付決定を受ける期間内においては、計画変更は行わない

こと。 

 

 

別 添 

区  分 総事業費 都補助金 
着手予定 

年 月 日 

完了予定 

年 月 日 

決定前着手を必要とする 

理由 

 円 

 

円 
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別記様式第５号（第９の１関係） 

番      号 

年  月  日 

 

 

 東 京 都 知 事         殿 

 

                        所在地 

 

                        団体名 

                        代表者の役職名 

                                                氏名       

 

 

年度東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）補助金変更交付申請書 

 

 

   年 月 日付    第  号をもって補助金の交付決定の通知のあった標記事業の実

施について、東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）補助金交付要綱第９の１の

規定に基づき、下記のとおり計画を変更したいので、その承認及び補助金    円の変更交

付を申請します。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

 

 

 

２ 変更の内容 

 

（別記様式第１号の「記」に準じ、変更部分について二段書きで、変更前を上段に（ ）書き

にする。） 
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別記様式第６号（第10の１関係） 

番      号 

                              年  月  日 

 

 

 東 京 都 知 事         殿 

 

                        所在地 

 

                        団体名 

                        代表者の役職名 

                                                氏名           

 

 

 

 

年度東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）事業中止（廃止）承認申請書 

 

 

    年度において東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）補助金交付要綱第

10の１の規定に基づき、下記のとおり事業を中止（廃止）したいので承認されたく申請しま

す。 

 

 

記 

 

 

１ 中止（廃止）の理由 

 

 

２ 補助事業の当初からの経過及び現状 
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別記様式第７号（第11関係） 

                                                                       

番      号 

                              年  月  日 

 

 

 東 京 都 知 事         殿 

 

                        所在地 

 

                        団体名 

                        代表者の役職名 

                                                氏名         

 

 

年度東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）事故報告書 

 

   年 月 日付    第  号をもって補助金の交付決定の通知のあった標記事業につ

いて、東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）補助金交付要綱第11の規定に基づ

き、下記のとおり事故報告します。 

 

記 

１ 事故の内容 

 

 

 

２ 事故発生前における補助事業の状況 

 

交  付 

決 定 額     

月  日現在の 

支  出  額 
残   高 支出予定額 

補助事業 

に要する 

経  費 

 

補助金額 

 

補助事業 

に要する 

経  費 

 

補助金額 

 

補助事業 

に要する 

経  費 

 

補助金額 

 

円 円 円 円 円 円 円 

 

事業遂行不能の場合の不用額 

 

                      円 

 

３ 今後の対応 
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別記様式第８号（第12関係） 

                                                                       

番      号 

年  月  日 

 

 

 東 京 都 知 事         殿 

 

                        所在地 

 

                        団体名 

                        代表者の役職名 

                                                氏名           

 

 

 

   年度東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）補助金実施状況報告書 

 

 

   年 月 日付   第  号をもって補助金の交付決定の通知のあった標記事業につ

いて、東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）補助金交付要綱第 12 の１の規定に

基づき、  年  月末現在（第 四半期）の実施状況を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 実施状況 

区 分 

交付決定時 

事業計画 

   月  日末現在 

（第  四半期）執行率 
３月末日予定 

事業量 事業費 事業量 事業費 進捗率 事業量 事業費 

 

 円  円 ％  円 

 

２ 事業完了予定年月日 

年  月  日 
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別記様式第９号（第14関係） 

                                                                       

番      号 

年  月  日 

 

 

 東 京 都 知 事         殿 

 

                        所在地 

 

                        団体名 

                        代表者の役職名 

                                                氏名      

 

 

年度東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）補助金実績報告書 

 

 

   年 月 日付    第  号をもって補助金の交付決定の通知のあった標記事業につ

いて、下記のとおり事業を実施したので、東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支

援）補助金交付要綱第14の規定に基づき、その実績を報告します。 

 

 

 

 

記 
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１ 事業の目的及び内容 

   

 

 

 

 

 

 

２ 経費の配分                             （単位：円） 

区    分 

補助事業に 

要した経費 

(A)＋(B) 

都補助金 

(A) 

その他 

(B) 
備 考 

推進体制強化事業    
（都補助金は千

円未満切捨て） 

協働活用推進事業    
（都補助金は千

円未満切捨て） 

用水路保全管理事業    
（都補助金は千

円未満切捨て） 

計     

 

３ 収支予算 

（１）収入の部                             （単位：円） 

区     分 本年度精算額 本年度予算額 
比較増減 

備 考 
増 減 

都 補 助 金      

そ  の  他      

収 入 計       

 注：都補助金は千円未満切捨て 

 

（２）支出の部                             （単位：円） 

区     分 本年度精算額 本年度予算額 
比較増減 

備 考 
増 減 

推進体制強化事業      

協働活用推進事業      

用水路保全管理事業      

支 出 計       

※（１）収入計と（２）支出計の額を一致させること。 

 

３ 事業完了年月日 

     年  月  日 

 

４ 添付資料 
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別記様式第10号（第17の２関係） 

                                                                       

番      号 

                                  年  月  日 

 

 

 東 京 都 知 事         殿 

 

                        所在地 

 

                        団体名 

                        代表者の役職名 

                                                氏名         

 

 

年度東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）補助金請求書 

 

 

   年 月 日付    第  号をもって補助金の額の確定の通知のあった標記補助金に

ついて、東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）補助金交付要綱第17の２の規定

に基づき、下記金額を請求します。 

 

 

記 

 

交付決定額 確定額 請求額 

円 円 円 
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別記様式第11号（第18の２関係） 

                                                                       

番      号 

年  月  日 

 

 

 東 京 都 知 事         殿 

 

                        所在地 

 

                        団体名 

                        代表者の役職名 

                                                氏名         

 

 

年度東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）補助金概算払請求書 

 

 

   年 月 日付    第  号をもって補助金の交付決定の通知のあった標記補助金に

ついて、東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）補助金交付要綱第18の２の規定

に基づき、下記により、概算払による交付を請求します。 

 

 

記 

 

１ 概算払による請求理由 

 

 

 

 

 

２ 請求金額 

交付決定額 

既受領額 今回請求額 

残額 

事業完了

予定年月 

日 

備考 
金額 

出来

高 
金額 

月  日

まで予定

出来高 

円 円 ％ 円 ％ 円   
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別記様式第12号（第18の３関係） 

                                                                       

番      号 

年  月  日 

 

 

 東 京 都 知 事         殿 

 

                        所在地 

 

                        団体名 

                        代表者の役職名 

                                                氏名     

 

 

年度東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）補助金概算払精算書 

 

 

    年 月 日付    第  号をもって補助金の交付決定の通知のあった標記補助金

について、東京の田んぼ復活プロジェクト（協働活用組織支援）補助金交付要綱第18の３の規

定に基づき、下記により精算します。 

 

 

記 

 

交付決定額 既受領額 確定額 
請求額 

（又は返還額 

円 円 円 円 
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別記様式第13号（第24の２関係） 

 

 

備品管理台帳 
 

品名： 仕様･規格： 

取得   年  月  日 取得金額        円（うち都補助金       円） 

耐用年数    年 処分制限   年  月  日 処分承認   年  月  日 

処分の内容： 

保管場所： 

 

 

貸与者 貸与年月日 返却年月日 備     考 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


